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貨物軽自動車運送事業とは？

有償運送＝黒ナンバー必須

1台からでも開業可能

準備に必要なもの

営業所・車庫・休憩施設（2km以内）

任意保険（対人・対物）

健康管理・安全運転体制

概要と準備



1.届出書類を作成

2.運輸支局に提出（貨物担当窓口）

3.「事業用自動車等連絡書」の交付

4.軽自動車検査協会でナンバー変更

5.黒ナンバー交付→開業！

届出の流れ



よくある質問

Q：届出は費用がかかる？  →無料

Q：1台でも始められる？　 →可能

Q：5ナンバーでも使える？  →条件付きで可

Q：保険は必須？→損害賠償能力の宣誓が必要



当事務所では、届出書類の作成から管轄運輸支局への提出、

ナンバー取得までを一括してサポートしています。

内容に応じたサポート例は以下のとおりです。

・書類作成代行

・管轄運輸支局への提出

・ナンバー取得同行（オプション）

これらの手続きにかかる報酬額の目安は、55,000円（税込）〜

です。

詳しいお見積りやスケジュールのご相談は、LINEまたはメー

ルでお気軽にお問い合わせください。

弊所サポート内容
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